
 

                                                    別　紙

№ 内　容 種目・大会名及び種類

1

スポーツ施設
利用料金助成

 (入会費・年会費
も対象)

陸上競技・体操・水泳・バスケットボール・バレーボール・卓球・テ
ニス・ハンドボール・サッカー・バドミントン・野球・ソフトボー
ル・相撲・柔道・ボート・剣道・レスリング・弓道・登山・自転車競
技・ボクシング・ホッケー・ウエイトリフティング・ヨット・フェン
シング・空手道・アーチェリー・なぎなた・カヌー・少林寺拳法・ス
キー・スケート・ラグビー・ボウリング・フィットネスジム・スポー
ツジム・ヨーガ・各スポーツ教室　など

2
スポーツ大会
参加費用助成

マラソン・ウォーキング・水泳・球技・武道 など各種大会

3 旅行料金助成 旅行会社が企画する旅行企画商品の費用を助成

映画料金を助成

美術・芸術鑑賞、演劇、舞台、コンサート、スポーツ観戦の
チケット料金を助成

テーマパーク・キャンプ場・動物園・水族館等の入場料・
入館料を助成

温浴施設・リラックスサロン等の利用料金を助成

5 受講料助成 趣味のためのカルチャー・セミナー教室の受講料を助成

注１ 利用に伴う飲食費用は原則、助成の対象外です。(パックツアーやセット料金等の場合を除く。)

注２ №３を除き、利用に伴う交通費は助成の対象外です。

 注３ スポーツ大会参加費用助成には、参加料に付随する手数料や保険料などの必要経費も対象となります。     

注４ チケット料金・入場料金等助成には、チケット料金等に付随する手数料も対象となります。

注６　公務扱いとなるものは助成の対象外です。

チケット料金・
入場料金等助成

教 職 員 元 気 回 復 助 成 内 容

4

注５ リラックスサロンとはマッサージ、スパ、エステ、整体など元気回復事業の趣旨に沿う施設とします。
　　　(健康保険の対象となるものは助成の対象外です。)


